
 

第３ スプリンクラー設備の設置等に関する指導基準  

 

１ 趣旨 

 この基準は、スプリンクラー設備の設置及び維持に関し、令、規則及び条

例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

２ 水源 

 「第２ 屋内消火栓設備の設置等に関する指導基準」（以下「屋内消火

栓」という。）２（（４）を除く。）に準ずるものとする。  

３ 加圧送水装置等  

 スプリンクラー設備のポンプ、電動機、制御盤、呼水装置、水温上昇防止用

逃し装置、ポンプ性能試験装置、起動用水圧開閉装置、フート弁その他必要な

機器（以下「加圧送水装置等」という。）は、「屋内消火栓」３（（５）、

（７）を除く。）に準ずるほか、次によるものとする。  

（１）加圧送水装置等はスプリンクラー設備専用とする。  

（２）ポンプの定格吐出量は、次によるものとする。  

  ア 標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。以下同じ。）側壁型ヘッド、

小区画型ヘッド及び開放型スプリンクラーヘッドを設けるものは、【表

１】による。  

 

 

ヘッド種別  防火対象物の区分  定格吐出量（Ｌ /min以上）  

標準型  

ヘッド  

令第１２条

第１項第１

号から第４

号まで、第

１０号から

第１２号ま

でに掲げる

もの  

百貨店及び延べ

面積が1000㎡以

上の小売店舗  

高感度    12個×90＝1080 

高感度以外  15個×90＝1350 

そ
の
他
の
も
の 

地階を除く

階数が１０

以下  

高感度     8個×90＝   720 

高感度以外  10個×90＝   900 

地階を除く

階数が１１

以上  

高感度    12個×90＝1080 

高感度以外  15個×90＝1350 

令第１２条第１項第６号及び

第７号に掲げるもの  

高感度    12個×90＝1080 

高感度以外  15個×90＝1350 

令第１２条第１項第８号に掲

げるもの  
高感度以外  20個×90＝1800 

側壁型  

ヘッド  

地階を除く階数が１０以下の

もの  
8個×90＝   720 

地階を除く階数が１１以上の

もの  
   12個×90＝1080 



 

小区画型  

ヘッド  

共同住宅用スプリンクラー設

備を設けるもの  
4個×60＝  240 

地階を除く階数が１０以下の

もの  
8個×60＝   480 

地階を除く階数が１１以上の

もの  
         12個×60＝   720 

開放型  

スプリンク

ラーヘッド  

舞台部が１０階以下にあるも

の  

最大放水区域に設置される個

数×90 

舞台部が１１階以上にあるも

の  

ヘッドの設置個数が最大の階

の個数×90 

 

 

備考１：ヘッドの設置個数が、表中の個数に満たない場合は当該設置個

数とする。  

    ２：乾式・予作動式の流水検知装置が設けられているもの（小区画型

ヘッドを除く。）にあっては、ヘッドの個数に 1.5倍を乗じて得た

個数とし、小数点以下の数値を含むものにあっては、小数点以下を

切り上げ整数とする  

イ 放水型ヘッド等を設けるものは、ヘッドの性能に応じ、放水区域に有

効に放水できる量とする。また、一のスプリンクラー設備に放水型ヘッ

ド等と放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドが設けられ、同時に

放水する可能性がある場合にあっては、それぞれのスプリンクラーヘッ

ドについて規定される量を合算した量以上の量とする。ただし、同一区

画内に放水型ヘッド等と放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドが

設置される場合で、区画内に設置した放水型ヘッド等以外のスプリンク

ラーヘッドの設置個数が規則第１３条の６第１項第１号から第４号まで

に規定する個数に満たない場合は、当該区画内に設置した放水型ヘッド

等以外のスプリンクラーヘッドの設置個数に９０Ｌ／ minを乗じて得た量

を合算した量以上の量とすることができるものとする。  

ウ 一のスプリンクラー設備に異なる種別のスプリンクラーヘッドが使用  

される場合のポンプの定格吐出量は、定格吐出量が最大となるスプリン  

クラーヘッドの規定により算出した量以上の量とする。  

４ 呼水装置  

 呼水装置は「屋内消火栓」３（８）に準ずるものとする。  

５ 配管 

 スプリンクラー設備の配管は、「屋内消火栓」４（（１６）を除く。）に

準ずるほか、次によるものとする。  

（１）立上り配管口径は、【表２、３】に定める口径以上とすること。  

 

【表１】  



 

ア 標準型ヘッド、開放型スプリンクラーヘッド及び側壁型ヘッド【表２】  

同時開放個数  ８個以下  15個以下  29個以下  30個以上  高層建築物  

立上り配管口径  ６５Ａ  １００Ａ  １２５Ａ  １５０Ａ  １５０Ａ  

「高層建築物」とは、地階を除く階数が 11階以上又は軒高 31ｍを超える

防火対象物を示す。  

 

 イ 小区画型ヘッド【表３】  

同時開放個数  ４個  ８個以上  

立上り配管口径  ５０Ａ  ６５Ａ  

 

（２）配管口径は、設けられるヘッド数の合計数に応じ【表４、５】に定める  

口径以上とすること。ただし、規定の放水量及び放水圧が確保されている

ことを配管摩擦損失計算により確認された部分にあっては、この限りでな

い。 

  ア 標準型ヘッド、開放型スプリンクラーヘッド及び側壁型ヘッド【表４】  

ヘッド数 ２個以下 ３個以下 ５個以下 10個以下 20個以下 30個以下 100個以下 100個を超える 

配管口径  ２５Ａ  ３２Ａ  ４０Ａ  ５０Ａ  ６５Ａ  80Ａ  90Ａ  100Ａ  

※適用は最大同時開放個数までとする。  

 

  イ 小区画型ヘッド【表５】  

ヘッド数  １個  ３個以下  ５個以下  ８個以下  ９個以上  

配管口径  ２０Ａ  ２５Ａ  ３２Ａ  ４０Ａ  ５０Ａ  

※適用は最大同時開放個数までとする。  

 

（３）送水口のホース接続口の結合金具は、双口形で呼称６５の差込式の受け  

口とする。  

（４）送水口の受け口には、容易に破壊できる保護版又は呼称６５の差込式の  

指し口蓋（覆冠）等を設ける。  

（５）送水口の設置場所は、防火対象物の主たる出入り口付近で、道路から容  

易に識別することができ、消防ポンプ自動車から有効に送水できる場所と

する。  

（６）送水口の直近の配管には、逆止弁及び仕切弁を容易に操作できる場所に  

設置する。  

（７）送水口は、必要とされる加圧送水装置の定格吐出量を１６００ L/minで除

した個数以上を設けること。なお、小数点以下の数値を含むものにあって

は、小数点以下を切り上げ整数とすること。  

（８）立上り管が２系統以上となる場合は、２以上の送水口を相離れた場所に  

設け、それぞれの立上り管の低層部で立上り管の配管口径と同等以上の横

引き管で接続するものとする。  



 

（９）加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、その表面の見やすい箇所に  

スプリンクラー設備用である旨を表示する。  

６ 閉鎖型スプリンクラーヘッド  

  閉鎖型スプリンクラーヘッドの設置等については、次によるものとする。  

（１）標準型ヘッドは、次によるものとする。  

ア 標準型ヘッドのデフレクターと天井との距離は０ .３ｍ以下とするこ

と。なお、０．３ｍを超えて設けなければならない場合は、標準型ヘッ

ドに代えて日本消防検定協会において特定機器評価を受けた感熱開放継

手（火災の感知と同時に内蔵する弁体を開放する継手をいう。以下同

じ。）及び開放型スプリンクラーヘッドを設けること。    

イ デフレクター周囲の放射空間内に、はり等がある場合は、次の表に  

より設置すること【図１】。 

 

 

 

 

 

 

                       

             

ウ スプリンクラーヘッド相互の間隔  

  各部分からの水平距離２ .３ｍで配置する場合を示す。  

（ア）  正方形に配置する場合【図２】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）  千鳥形に配置する場合【図３】  

 

 

 

 

 

 

【図１】  

【図２】  

【図３】  



 

 

 

エ 仮想天井がある場合  

天井がルーバー形式又はつり天井等（以下「仮想天井」という。）

で、ふところが０.３ｍ以上となる場合は、天井面のほか仮想天井部に

もヘッドを設けること。なお、天井面に設けるヘッドは仮想天井面を有

効に散水できるよう配置すること【図４】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、次の (ア)又は(イ)に該当する場合は、これによらないことがで

きる。  

（ア）天井面のヘッドを省略できるもの  

ａ 仮想天井は、下地を含め不燃材料で構成されていること。  

ｂ 仮想天井のふところには、可燃物（電気配線及び器具を除く。）  

が用いられていないこと。  

ｃ 天井部に感熱開放継手を設け、仮想天井部に開放型スプリンクラ

ーヘッドを設けること。  

（イ）  仮想天井部のヘッドが省略できるもの  

ａ 仮想天井に用いる部材は、厚さ３ｃｍ以下で、高さ１０ｃｍ以下  

であること。  

ｂ 開放部（構成部材相互の空間をいう。）の合計面積が当該仮想天  

井部で７０％以上であること。  

ｃ 天井面に設けられたヘッドのデフレクターと仮想天井の間に０ . 

４５ｍ以上の空間があること。  

ｄ ヘッドは、仮想天井面を有効に散水できるよう配置すること。  

（２）小区画型ヘッドの設置等については、次によるものとする。  

ア 令別表第一（５）、（６）項に掲げる防火対象物のうち、宿泊室等

（宿泊室、病室、談話室、娯楽室、居間、寝室、教養室、休憩室、面会

室、休養室等。以下同じ。）に該当する部分に設けること。  

  イ 天井の各部分から一のヘッドまでの水平距離が２．６ｍ以下で、かつ、

一のヘッドにより防護される部分の面積が１３㎡以下となるように設け

ること。また、一の宿泊室等に二以上のヘッドを設ける場合には、ヘッ

【図４】  



 

ド相互の設置間隔が３ｍ以下とならないように設置すること。  

 ウ デフレクターから下方０．４５ｍ以内で、かつ、水平方向の壁面までの

範囲には、何も設けられ又は置かれていないこと【図５】。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）側壁型ヘッドの設置等については、次によるものとする。  

 ア 令別表第一（５）、（６）項に掲げる防火対象物のうち、宿泊室等及

び廊下、通路その他これらに類する部分（廊下、通路、フロント、ロビ

ー等）に該当する部分に設けること。  

  イ デフレクターから下方０ .４５ｍ以内で、かつ、水平方向０ .４５ｍ以  

内には、何も設けられ又は置かれていないこととされているが、そのう

ち水平方向については【図６】によること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）種別の異なる閉鎖型スプリンクラーヘッドは、同一階の同一区画内（防  

火区画された部分又はたれ壁等で区切られた部分であって、当該部分にお

ける火災発生時において当該部分に設置されている閉鎖型スプリンクラー

ヘッドが同時に作動する部分をいう。）に設けないこと。ただし、放水量

と感度の種別が同じ閉鎖型スプリンクラーヘッドにあっては、この限りで

ない。  

【図５】  

【図６】  



 

７ 開放型スプリンクラーヘッド  

 舞台部の開放型スプリンクラーヘッドの設置等については、次によるものと

する。  

（１）放水区域は、規則第１４条第１項第２号によるほか、次によること。  

  ア 一の放水区域に設けるヘッド数は、３０個以上とすること。ただし、  

当該舞台部に設けるヘッド数が３０個未満のときは、当該設置個数を一

放水区域とすることができる。  

  イ 放水区域が二以上となる場合は、隣接する放水区域の相対するヘッド  

の間隔は０．５ｍ以下とすること【図７】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手動式開放弁は、次によるものとする。  

  ア 容易に操作でき、かつ、放水区域の見通しがきく箇所に設けること。  

  イ 放水区域ごとに相離れた位置に２以上設け、いずれの弁を操作しても  

放水できること。  

  ウ 手動式開放弁の設置場所付近には、非常用照明装置を設けること。  

（３）ヘッドは、次によるものとする。  

  ア ヘッドを配管の上部に上向きに取り付けるときは、じんあい等が集積  

しないよう保護装置を設けること。  

  イ 床面から天井面までの高さが５ｍ未満の場合は、標準型ヘッドとする  

ことができるものとする。  

  ウ イにより標準型ヘッドを設ける場合の加圧送水装置の能力は、同時開  

放個数３０個に準じて設定すること。  

（４）舞台上部に可動式の反響板を設ける場合は、手動式開放弁の付近に、す  

みやかに反響板を散水に支障のない位置まで移動させる装置を設けること。  

（５）舞台部と客席部の間にドレンチャー設備が設けられる場合は、必要水量  

を加算すること。  

８ 放水型ヘッド等  

 放水型スプリンクラーヘッド等については、次によるものとする。  

（１）放水型ヘッド等は、「放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設  

置及び維持に関する技術上の基準の細目」（平成８年告示第６号）により

設けること。  

【図７】  



 

（２）放水型ヘッド等が必要とされる高天井の部分に該当するかは、次による  

こと。  

  ア 床面から天井までの高さは、次によること。  

   （ア）天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さ【図８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （イ）防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当  

該防火対象物内の同一の空間として高さの異なる部分がある場合は、  

天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの  

高さにより高天井の部分とすること【図９】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ウ）天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態におけ  

る床面からの高さ  

   イ 次のいずれかに該当する部分については、高天井の部分に該当しない  

ものとする。  

（ア）  階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹抜け状の部  

分（概ね５０㎡未満）【図１０】 

 

 

  

 

 

 

【図８】  

【図９】  

【図１０】  



 

（イ）  天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面か

ら天井までの高さが、局所的に高天井の部分になる場合【図１１】 

 

 

（３）放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備は、認定品とし、付帯条件  

を満足するよう設置すること。  

９ 流水検知装置及び自動警報装置  

流水検知装置及び自動警報装置は次によるものとする。  

（１）流水検知装置の一次側直近には、制御弁を設けること。  

（２）流水検知装置は、階段又は非常用エレベーター乗降ロビー等の直近で点  

検に際し、人が容易に出入りできる場所に設けること。  

（３）流水検知装置は、火災等の被害を受けるおそれが少ない不燃材料で区画  

した専用室又は配管室（各階ごとに床打されていること。）等に設けるこ

と。なお、点検用の開口部は、廊下等の共用部分に面した場所に設けるこ

と。当該開口部に設ける扉は、施錠できない構造のものとすること。ただ

し、容易に解錠できる透明プラスチックカバー付き非常解錠方式等の構造

のものとする場合にあってはこの限りでない。  

（４）流水検知装置の自動警報装置（サイレン又はゴングに限る。）は、自動  

火災報知設備が設けられている場合、流水検知装置の近くに一箇所設けれ

ば足りるものとする。ただし、自動火災報知設備が設けられていない場合

は、規則第２４条第５号ニに準じ水平距離が２５ｍ以下となるよう自動警

報装置を設けること。  

（５）規則第１４条第１項第４号ニに定める表示装置は、非常電源容量を３０ 

分以上保有すること。  

（６）流水検知装置の操作ハンドルは、人が容易に触れないような措置を施す  

こと。  

（７）表示装置の表示窓は、流水検知装置ごとに設けること。  

（８）一の流水検知装置が受け持つことができる警戒区域は、３０００㎡以下  

とし、原則として二以上の階にわたらないこと。  

（９）流水検知装置が設けられている場所には、非常用照明装置を設けること。  

（10）一の流水検知装置が受け持つ警戒区域に放水量の異なる種別のスプリン  

クラーヘッド又は補助散水栓が設けられている場合の流水検知装置の検知

流量定数は、【表６】によること【図１２】。  

【図１１】  



 

同一階の配管系の組み合せ  

検知流量定数の区分  

５０  ６０  50・60併用  

 標準型ヘッド (小区画型ヘッドを除く。 )及び補助散水栓  
 〇  〇  

 側壁型ヘッド及び補助散水栓  
 〇  〇  

 標準型ヘッド (小区画型ヘッドを除く。 )及び小区画型ヘッド  〇  
 〇  

 側壁型ヘッド及び小区画型ヘッド  〇  
 〇  

 小区画型ヘッド及び補助散水栓  
  〇  

 

 

 

 

＜参考例図＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 試験装置  

 試験装置は次によるものとする  

（１）末端試験弁は、容易に点検できる場所に設けること。  

（２）末端試験弁は、みだりに開放することができない措置を施すとともに、  

排水措置を講ずること。  

（３）排水に専用の配管を用いる場合は、末端試験弁の配管の口径の２倍以上  

を有し、かつ、排水ます等へ有効に排水できること。  

（４）開放型スプリンクラーヘッド等を設け一斉開放弁又は選択弁を設ける場  

合は、ヘッドから散水することなく一斉開放弁等の試験ができる弁及び排

水管を設けること。  

（５）  屋上等の最遠部には、仮設等を設けることにより、同時放射試験ができ  

る措置を講ずること。  

（６）同一階の配管系に放水量の異なるスプリンクラーヘッド又は補助散水栓  

【表６】  

【図１２】  



 

が設けられる場合の当該配管の末端試験弁は、当該流水検知装置の検知流

量定数に相当する放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口を設ける

こと【図１３】。 

 

＜参考＞  

 

 

 

 

 

 

 

11 起動装置  

 加圧送水装置の自動起動装置は、スプリンクラーヘッド（放水型ヘッド等を

除く。以下12において同じ。）の開放、補助散水栓の開放弁の開放又は火災感

知装置（開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合の手動開放弁を含む。）の

作動により、起動用水圧開閉装置（圧力タンク）及び流水検知装置（自動警報

弁）のいずれかからの信号においても起動（最も条件の悪いスプリンクラーヘ

ッドにおける放水圧力が０．１Ｍｐａ以下若しくは、最も条件の悪い補助散水

栓のノズル放水圧力が０．２５Ｍｐａ以下となる前に起動すること。）するも

のでありその停止は直接操作によること。ただし、起動用水圧開閉装置の起動

の場合の停止は、実態により直接操作によらないことができる。  

12 起動用水圧開閉装置  

起動用水圧開閉装置は、「屋内消火栓」６（１）ウ（（イ）を除く。）に

準ずること。  

13 放水圧力が１Ｍｐａを超えないための措置（放水型ヘッド等を除く。）  

放水圧力が１Ｍｐａを超えないための措置（放水型ヘッド等を除く。）

は、「屋内消火栓」５（１）（エ（ア）を除く。）に準ずること。  

14 表示 

表示は次によるものとする  

（１）流水検知装置の直近には、次の表示を設けること。  

  ア 

 

 スプリンクラー  

 制  御  弁  

 

  大きさ  10cm×30cm以上  

  文 字 ３㎠以上  

  色   生地：赤色 文字：白色  

 

 

 

 

 

【図１３】  



 

  イ 

 

注  意  事  項  

 １ 平常の場合  

  ⑴ １の弁は開いている。  

  ⑵ ２の弁は閉じている。  

  ⑶ 圧力計の針が  MPaを指している。  

 ２ 消火後の措置  

  ⑴ 消火を確認し、速やかに１の弁を閉じる。  

  ⑵ １の弁を閉じても、配管内の水はしばらく出る。  

  ⑶ ヘッドを取り替え、１の弁を開いておく。  

       試  験  方  法  

  ⑴ １及び２の弁を開く。  

  ⑵ 圧力計の指針の動きを読み、ポンプ起動を確認  

   する。  

 

 

 

文字 ２㎠以上  

 色  生地：白色   

    文字：黒色  

 

 

 

 

 

 

  ウ 表示は、３ｍ以上離れた位置から確認できる場所に設けること。  

  エ 一の階に警戒区域が２以上となる場合は、流水検知装置の受け持つ区  

域図を表示すると。  

  オ 配管室、専用室等内に流水検知装置を設ける場合は、当該扉又は点検  

口前面等にもアの表示を設けること。  

  カ 防火対象物の形態により、流水検知装置の位置が分かりにくい場合  

は、各流水検知装置の位置を記載した各階平面図を、自動火災報知設備

の受信機付近に付置すること。  

（２）末端試験弁の直近には、次の表示を設けること。  

  ア 

 

 スプリンクラー試験弁  

  （又は、テスト弁）  

 

    大きさ  10cm×30cm以上  

    文 字 ３㎠以上  

     色  生地：赤色 文字：白色  

 

 

イ 配管室、専用室等内に末端試験弁を設ける場合は、当該扉又は点検口  

前面等に前記アの表示を設けること。  

 

 

 

 

 



 

（３）加圧送水装置を設置した場所には、次の表示を設けること。  

 

消火設備の概要  

 １ 設置場所  

 ２ 防護面積  

 ３ ヘッドの種別（階別）  

 ４ 加圧送水装置の性能  

 ５ 非常電源の種別  

 ６ 設置年月  

 ７ 施工者名  

 

 

 

    文字 ２cm平方以上  

     色  生地：白色 文字：黒色  

 

 

 

 

 

 

 

（４）開放型スプリンクラーヘッド手動弁は、次によるものとする  

  ア 手動式開放弁が受け持つ放水区域図（２０㎠以上）を表示すること。  

  イ 各手動式開放弁については、それぞれ受け持つ放水区域が分かるよう  

表示板を設けるか、手動式開放弁の色分け等を施すこと。  

（５）送水口には、「送水口（スプリンクラー専用）」及び適正送水圧力値の  

表示をすること。なお、高層用又は低層用の送水口については、「高層用

○階～○階」又は「低層用○階～○階」等を併せて表示すること。  

1５  乾式又は予作動式スプリンクラー設備  

   乾式又は予作動式スプリンクラー設備は次によるものとする  

（１）設置場所は、次によるものとする。  

  ア 乾式流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備（以下「乾式  

スプリンクラー設備」という。）は、スプリンクラー設備の配管等の凍

結による被害の生ずるおそれがある場所に設置するものとする。  

  イ 予作動式流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備（以下  

「予作動式スプリンクラー設備」という。）は、ア及び宝石、毛皮、貴金

属等を展示し又は販売する室、電子計算機室、通信機器室等の万一誤っ

て放水した場合に、特に著しい水損が生ずるおそれがある場所に設置す

るものとする。  

（２）加圧装置は、次によるものとする。  

  ア 加圧装置には、専用のコンプレッサーを用いる方式とすること。  

  イ 加圧装置の能力は、乾式又は予作動式流水検知装置の二次側配管の圧  

力設定値まで加圧するのに要する時間は３０分以内であること。  

  ウ 加圧装置の配管は、規則第１４条第１項第１０号に準じて設けること。  

  エ 加圧装置は、常用電源回路を専用とし、かつ、他の動力回路の故障に  

より影響を受けるおそれがないこと。  

オ 加圧装置は、容易に点検できる場所に設置すること。  

（３）減圧警報装置は、次によるものとする。  

  ア 加圧装置が運転不能となった場合又は加圧装置の圧力が当該規定圧力  



 

以下に低下した場合に警報を発すること。  

  イ 減圧警報装置は、防災センター等に警報及び表示ができるものである  

こと。  

（４）感知部は次によるものとする  

 ア 予作動式スプリンクラー設備に用いる感知部の種類は、自動火災報知  

設備の感知器のうちスプリンクラーヘッドの表示温度より低い温度で感

知する定温式又は差動式の感知器とすること。  

  イ 感知器の設置は、規則第２３条及び第２４条に準ずること。  

    ウ 感知器が断線した場合に警報を発するものとし、警報装置は防災セン  

ター等に警報及び表示ができるものであること。  

（５）配管は次によるものとする  

  ア 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側配管には、当該装置の作動  

試験に要する弁及び排水管を設けること。  

  イ 流水検知装置の二次側配管容積は、【表７】によること。  

 

流水検知装置の配管内径  

  （ｍｍ）  

 二次側の配管容積  

 （ ℓ以下）  

 流水検知装置の配管内径  

  （ｍｍ）  

 二次側の配管容積  

 （ ℓ以下）  

    ５０  

    ６５  

    ８０  

   １００  

  

     ７０  

    ２００  

    ４００  

    ７５０  

  

  １２５  

   １５０  

   ２００  

  １２００  

   ２８００  

   ２８００  

 

 

  ウ 管及び管継手の材質及び防食措置は規則第１４条第１項第１０号イに 

よること。  

  エ 配管１０ｍに付き４ｃｍ以上の勾配をつけること。  

  オ 配管には有効に排水できる排水弁を設けること。  

（６）スプリンクラーヘッドは次によるものとする  

    規則第１３条の２第４項第１号トについて、上向きヘッドと同等の排水

措置を講じたときは、下向きヘッドを使用することができること。  

（７）その他  

    ア  乾式及び予作動式の流水検知装置の一次側配管が凍結のおそれのある  

場所に設置される場合は、凍結防止の措置を行うこと。  

    イ  二次側に加圧しない方式の予作動式の流水検知装置は、逆止弁を設  

け、当該逆止弁以降を（２）に準じて加圧すること。  

  ウ 乾式又は予作動式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備を設置  

する場合は、事前に予防課長と協議すること。  

16 配線等 

予作動式の制御盤等から電磁弁までの配線は耐熱措置を講ずるとともに、  

【表７】  



 

予作動式の制御盤及び電磁弁には非常電源を附置するものとし、全ての電源

が遮断された場合でも予作動弁が開放を維持すること。  

17 補助散水栓  

 補助散水栓は、次によるものとする。  

（１）構造等は、「屋内消火栓」８に準ずること。  

（２）起動装置は、11 起動装置の規定によること。  

（３）配管は、次によるものとする。  

  ア ５配管の規定によるほか、補助散水栓への立上り管は３２ｍｍ以上の  

ものとすること。  

  イ 補助散水栓の配管は、各階の流水検知装置の二次側配管から分岐設置  

すること。ただし、スプリンクラーヘッドを設けない階に補助散水栓を

設置する場合で、次による場合は、５階層以下を一の流水検知装置から

分岐することができる【図１４】。 

（ア）地上と地下部分を別系統とすること。  

（イ）補助散水栓で警戒する部分は、自動火災報知設備により有効に警戒  

されていること。  

（ウ）補助散水栓の一次側には階ごとに仕切弁を設置すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 乾式又は予作動式の流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助  

散水栓を設ける場合は、流水検知装置の二次側から配管を分岐しないこ

と。 

18 表示 

表示は、「屋内消火栓」７（５）  ア、イ及びエに準ずること。なお、補  

助散水栓箱の扉表面の表示については、「消火用散水栓」とすること。  

 

附則  

この基準は、平成２２年４月１日から適用する。  

附則  

この基準は、令和７年４月１日から適用する。  

１

２

３

４

５

【図１４】  


